
 

事 務 連 絡 

令和２年２月２６日 

 

 

（公社）日本バス協会理事長 殿 

（一社）公営交通事業協会理事長 殿 

（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会理事長 殿 

（一社）全国個人タクシー協会理事長 殿 

（一社）全国福祉輸送サービス協会理事長 殿 

（一社）全国自動車無線連合会理事長 殿 

（一社）全国レンタカー協会理事長 殿 

（公社）全国運転代行協会理事長 殿 

（公財）交通安全振興機構理事長 殿 

（一社）日本自動車運行管理協会理事長 殿  

 

 

国土交通省自動車局旅客課長 

 

 

当面のイベント等の開催及び時差出勤・テレワークの活用促進について（要請） 

 

 

新型コロナウイルス感染症については、今がまさに、感染の流行を早期に終息させ

るために極めて重要な時期であります。こうした考えの下、昨日、「新型コロナウイル

ス感染症対策の基本方針」（以下、「基本方針」という。）が新型コロナウイルス感染症

対策本部において決定されました。 

右方針を踏まえ、下記のとおり要請させていただきますので、ご理解・ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

① 当面のイベント等の開催について 

 

基本方針でも記されている様に、イベント等の開催について、現時点で、全国一律

の自粛要請を行うものではないものの、地域や企業に対して、感染拡大防止の観点か

ら、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請

を行っているところです。（※） 

その上で、本日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、内閣総理大臣より、



「政府といたしましては、この１～２週間が感染拡大防止に極めて重要であることを

踏まえ、また、多数の方が集まるような全国的なスポーツ・文化イベント等について

は、大規模な感染リスクがあることを勘案し、今後２週間は、中止、延期又は規模縮

小等の対応を要請する」とのご発言があったところです。 

これを踏まえ、貴協会におかれては、本要請内容について、会員各位に周知徹底の

上、適切に対応いただきますようお願い申し上げます。 

 

※ 国土交通省では、２月２０日に厚生労働省から発表された「イベントの開催に関する国民の

皆様へのメッセージ」において、イベント等の開催について、その必要性の改めての検討を要

請すること等が示され、これを受け、既に所管業界に対してその内容を広く周知し、感染拡大

防止のための取組を要請したところ。 

 

 

② 時差出勤・テレワークの活用促進について 

 

現在、国土交通省では、政府全体の方針に基づき、２月２５日よりテレワークや

時差出勤を活用して可能な限り多くの職員が混雑時間帯を避けて職務を行えるよ

う、必要な態勢の整備を図っております（別添①官房長官会見）。 

これを踏まえ、２４日付で省内に、２５日付で地方機関等に対してそれぞれ早出遅

出勤務の特例について通知するとともに、２５日には当該特例を活用した混雑時間

帯を避けた出勤、テレワークを実施することといたしました（別添②～④）。 

また、内閣人事局からは別添の様式に基づき、各府省における時差出勤・テレワー

ク活用のための体制の整備の状況、及び、時差出勤・テレワーク等により混雑時間

帯の出勤を回避した職員数について把握を行うこととされました（別添⑤～⑦）。 

ついては、こうした取組を参考に、貴法人におかれてても、国の取組に準じた時

差出勤・テレワークの活用促進を図っていただくようお願いいたします。 

場合によっては、こうした取組についてフォローアップさせていただくことも想定

されますので、その際はご協力を賜れれば幸いです。 

 





 

国官人第２０１２号 
令和２年２月２４日 

本省内部部局長等 殿 
 
 

大臣官房人事課長 
（公 印 省 略） 

 
 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための早出遅出勤務の特例について 
 
  
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、下記のとおり早出遅出勤

務上の措置を講じることとしましたので、通知します。 
 なお、新型コロナウイルスの発生という特殊の事情により弾力的かつ機動的な勤

務時間管理の対策を実施していくこととしておりますが、各部局等におかれまして

は、職員の勤務時間管理について遺漏なきよう取り計らい願います。 
 
 

記 
 
 
内部部局長等は、所属職員の通勤途上における新型コロナウイルスの感染機会を減

らすため、所属職員の早出遅出勤務を実施することが必要と判断した場合には、公務

の運営に支障がない範囲において以下の割振り等により早出遅出勤務をさせること

ができるものとする。なお、当該早出遅出勤務を実施することについては、「国土交通

省職員の勤務時間、休暇等に関する訓令」第８条による国土交通大臣の承認を得たも

のとして取り扱って差し支えない。 
 

勤務区分 勤務時間 休憩時間 
Ａ勤務 午前７時３０分から正午まで及び 

午後１時から午後４時１５分まで 
正午から午後１時まで 

Ｆ勤務 午前１０時から正午まで及び 
午後１時から午後６時４５分まで 

Ｇ勤務 午前１０時３０分から正午まで及び 
午後１時から午後７時１５分まで 

 
以上 



 

国 官 人 第 ２ ０ ２ ３ 号 
令和２年２月２５日 

施設等機関 
特別の機関  の長 殿 
地方支分部局 

 
 

大臣官房人事課長 
（公 印 省 略） 

 
 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための早出遅出勤務の特例について 
 
  
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、下記のとおり早出遅出勤

務上の措置を講じることとしましたので、通知します。 
 なお、新型コロナウイルスの発生という特殊の事情により弾力的かつ機動的な勤

務時間管理の対策を実施していくこととしておりますが、各機関等におかれまして

は、職員の勤務時間管理について遺漏なきよう取り計らい願います。 
 
 

記 
 
 
１ 部局長等は、所属職員の通勤途上における新型コロナウイルスの感染機会を減ら

すため、所属職員の早出遅出勤務を実施することが必要と判断した場合には、「国

土交通省職員の勤務時間、休暇等に関する訓令」（以下「勤務時間訓令」という。）

第６条第８項及び第９項の規定に基づき部局長等が定める勤務時間の割振り等の

範囲内で早出遅出勤務をさせることができるものとする。 
  なお、当該早出遅出勤務を実施することについては、勤務時間訓令第８条による

国土交通大臣の承認を得たものとして取り扱って差し支えない。 
２ 部局長等は、勤務地の通勤事情に応じて前項の早出遅出勤務の勤務区分に新たに

勤務区分を追加する必要があると判断した場合には、事前に大臣官房人事課長に対

して実施内容を報告するものとし、当該報告をもって勤務時間訓令第８条による国

土交通大臣の承認を得たものとして取り扱って差し支えない。 
 

以上 
 



【機密性 2 情報】 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のための 

早出遅出勤務等の実施について 

 

 

令和２年２月２５日 大臣官房人事課 

 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止を図るため、国土交通省としても、混

雑時間帯を避けた出勤やテレワークの実施により、職員への新型コロナウイルスの

感染機会を減らす取組を実施しますので、ご協力をお願いします。 

 

記 

 

「新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた早出遅出勤務の特例」等を活用し

た混雑時間帯を避けた出勤、テレワークを以下のとおり実施する。 

 

（１） 期間 

２月２５日（火）から当面の間 

     （地方機関については、２月２６日（水）以降順次） 

  

（２） 対象（目標）  

ア 本府省等常勤職員及び地方支分部局等常勤職員のうち勤務時間訓

令第６条第４項の「通勤のため利用する交通機関が著しく混雑する地

域に所在する庁舎に勤務する職員」の５割 

イ 上記以外の職員のうち公共交通機関で通勤する職員についてはでき

る限り 

 

（３） 取組内容 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた早出遅出勤務の特例、早出

遅出勤務、フレックス等による混雑時間帯を避けた出勤、テレワークにより、混

雑時間帯（首都圏については８時台、９時台）の出勤を回避。 

 

以上 



事 務 連 絡 

令和２年２月 24 日 

 

各府省人事担当課長 殿 

 

内閣人事局内閣参事官    

（服務・勤務時間担当）   

 

新型コロナウイルス感染症対応に係る時差出勤・テレワークの 

取組状況調査について 

 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応に関しては、内閣官房新型インフルエンザ等対

策室からの協力依頼等を踏まえ、各府省において、職員の感染防止のための対策に努

めていただいているところですが、内閣人事局として、各府省における、①時差出勤、

テレワークの活用のための体制の整備の状況、②時差出勤、テレワーク等により混雑

時間帯の出勤を回避した職員数、について、把握を行うこととしました。 

 各府省におかれては、まず、①時差出勤、テレワークのための体制の整備の状況に

ついて、別添様式により、２月 27 日(木)15 時までに提出をお願いします。 

 また、②時差出勤、テレワーク等により混雑時間帯の出勤を回避した職員数につき

ましては、できるだけ早期に改めて依頼を行いますが、２月 25 日(火)以降各日の取

組人数を把握することとしますので、各府省におかれては、その旨御承知おきくださ

い。 

 なお、本件に関し、明日（２月 25 日(火)）、人事担当課長会議を開催し、御説明を

させていただきますので、時間・場所等の詳細については別途御連絡しますが、よろ

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】 

内閣人事局 服務・勤務時間第一担当 

平林、菊池、白石 

03-6257-3750 



【機密性2情報】

○府省名
府省名

○時差出勤、テレワーク活用のための体制整備の状況

体制整備の状況

新型コロナウイルス感染症対応に係る時差出勤・テレワークの取組状況調査
調査票（体制整備の状況）

※体制整備の内容が分かる資料（新たに制定した訓令や省内取組方針など）があれば、あわせて御提出ください。
※今後、記載内容に変更があれば、２回目以降の提出時に追記・修正を行うこと（その際は、追記部分赤字のこと）。

※調査票は本省・外局で別に作成することも可。その場合、本省回答分に含まれる機関を明記のこと。



【機密性2情報】

○府省名
府省名

１ 職員数
本省
職員数

地方機関等
職員数

本省
除外職員数

地方機関等
除外職員数

２ 時差出勤・テレワークの実施状況
①時差出勤

月日 2/24(月) 2/25(火) 2/26(水) 2/27(木) 2/28(金) 週の合計
本省実施人数 －
地方実施人数 －

月日 3/2(月) 3/3(火) 3/4(水) 3/5(木) 3/6(金) 週の合計
本省実施人数
地方実施人数

月日 3/9(月) 3/10(火) 3/11(水) 3/12(木) 3/13(金) 週の合計
本省実施人数
地方実施人数

月日 3/16(月) 3/17(火) 3/18(水) 3/19(木) 3/20(金) 週の合計
本省実施人数 －
地方実施人数 －

②テレワーク
月日 2/24(月) 2/25(火) 2/26(水) 2/27(木) 2/28(金) 週の合計

本省実施人数 －
地方実施人数 －

月日 3/2(月) 3/3(火) 3/4(水) 3/5(木) 3/6(金) 週の合計
本省実施人数
地方実施人数

月日 3/9(月) 3/10(火) 3/11(水) 3/12(木) 3/13(金) 週の合計
本省実施人数
地方実施人数

月日 3/16(月) 3/17(火) 3/18(水) 3/19(木) 3/20(金) 週の合計
本省実施人数 －
地方実施人数 －

新型コロナウイルス感染症対応に係る時差出勤・テレワークの取組状況調査
調査票（実施状況）

※「①時差出勤」には、交通混雑時を避ける勤務時間の割振りやフレックスタイム制の活用等により混雑時間帯を避けて(注)出勤した職員の数の合
計を記載。
(注)首都圏については８時以前又は10時以降に始業時間を割り振ったものを基本とし、それ以外の地域については各官署ごとの交通事情等を踏まえ
て時間を設定してください。
※「②テレワーク」には、テレワークを実施した職員数を記載。全日実施した職員のみでなく、午前のみ・午後のみなど、一日の一部について実
施した職員も含む。
※今回の新型コロナウイルス感染症対応として新たに実施することとした職員に限らず、時差出勤・テレワークを実際に実施した職員全体の人数を
記載してください。

※調査票は本省・外局で別に作成することも可。その場合、本省回答分に含まれる機関を明記のこと。

※「職員数」には、常勤職員数を記載。
※「除外職員数」には、業務内容等により時差出勤又はテレワークのいずれも適用できない職員がいる場合は、当該職員数を記載の上、それぞれの
理由を別途提出のこと（様式自由）。


